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五
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

三
七
五

山
梨
県
公
報

第
三
百
八
十
三
号

令
和
五
年

六
月
五
日

月　曜　日

目

次

告

示

○
道
路
の
供
用
開
始	

三
七
五

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
位
置
指
定	

三
七
五

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
位
置
指
定
の
廃
止	

三
七
五

公

告

○
落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て	

三
七
五

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任	

三
七
六

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
百
五
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
五
年
六
月
二
十
六
日
ま
で

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
六
月
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 
郎

道
路
の

種
類

路
線
名

区
間

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

一
般
国

道

百
三
十
九
号

北
都
留
郡
小
菅
村
字
棚
沢
二
八
六
八

番
九
地
先
か
ら

北
都
留
郡
小
菅
村
字
タ
ン
ノ
カ
ヤ
二

八
五
八
番
一
地
先
ま
で

三
九
五
・
四

令
和
五
年
六

月
五
日

山
梨
県
告
示
第
百
六
十
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
告
示
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
峡
東
建
設
事
務
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
六
月
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
指
定
の
年
月
日
　
令
和
五
年
五
月
二
十
六
日

二
　
指
定
道
路
の
位
置
　
笛
吹
市
石
和
町
松
本
字
塚
越
二
百
四
番
二
十
九
、
二
百
四
番
三
十

三
　
指
定
道
路
の
幅
員
　
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

四
　
指
定
道
路
の
延
長
　
六
十
一
・
七
六
メ
ー
ト
ル

山
梨
県
告
示
第
百
六
十
一
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
廃
止
し
た
の
で
告
示
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
峡
東
建
設
事

務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
六
月
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
廃
止
の
年
月
日
　
令
和
五
年
五
月
二
十
六
日

二
　
廃
止
に
係
る
指
定
道
路
の
位
置
　
笛
吹
市
石
和
町
松
本
字
塚
越
二
百
四
番
一
の
一
部

三
　
廃
止
に
係
る
指
定
道
路
の
幅
員
　
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

四
　
廃
止
に
係
る
指
定
道
路
の
延
長
　
三
十
七
・
四
〇
メ
ー
ト
ル

五
　
廃
止
に
係
る
自
動
車
回
転
広
場
　
六
十
一
・
七
三
平
方
メ
ー
ト
ル

公
　
　
　
告

◉
　
落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
ュ
ネ
ー
ブ

で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
千
九
百
九
十
四

年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日

本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の
で
あ

る
。

令
和
五
年
六
月
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
落
札
に
係
る
借
入
物
品
の
名
称
及
び
数
量



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
八
十
三
号
　
　
令
和
五
年
六
月
五
日

三
七
六

二
　
就
任

㈠
　
名
称
　
パ
ソ
コ
ン
機
器
等

㈡
　
数
量
　
一
式

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
所
属

㈠
　
名
称
　
山
梨
県
総
務
部
情
報
政
策
課

㈡
　
所
在
地
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日
　
令
和
五
年
五
月
十
日

四
　
落
札
者

㈠
　
名
称
　
N
E
C
キ
ャ
ピ
タ
ル
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社

㈡
　
住
所
　
東
京
都
立
川
市
曙
町
二
丁
目
二
十
番
五
号

五
　
落
札
金
額
　
二
十
億
二
千
六
百
四
十
七
万
四
千
五
百
六
十
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
　
一
般
競
争
入
札

七
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
行
っ
た
日
　
令
和
五
年
三
月
三
十
日

◉
　
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
一
宮

町
市
之
蔵
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
五
年
六
月
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
退
任

役
職
名
氏
名

住
所

退
任
年
月
日

理
事
長
望
月
宏
司

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
八
十
四
番

地
一

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

理
事

鈴
木
清
孝

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
四
百
二
十

八
番
地

同

同

三
枝
久
樹

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
九
十
二
番

地

同

同

鈴
木
伸
二

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
二
百
十
四

番
地

同

同

鈴
木
昭
夫

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
五
百
七
十

七
番
地

同

同

堀
内
正
義

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
百
二
十
四

番
地

同

同

三
枝
皎

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
七
十
三
番

地

同

同

堀
内
新

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
千
五
百
六

番
地

同

同

山
口
英
樹

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
九
百
六
十

二
番
地

同

同

堀
内
信
雄

笛
吹
市
一
宮
町
新
巻
五
百
十
七
番

地

同

監
事

鈴
木
俊
彦

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
二
百
十
一

番
地

同

員
外

監
事

上
村
智
恵
子
笛
吹
市
石
和
町
八
田
四
百
九
十
番

地
三
十
八

同

役
職
名
氏
名

住
所

退
任
年
月
日

理
事
長
望
月
宏
司

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
八
十
四
番

地
一

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

理
事

鈴
木
清
孝

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
四
百
二
十

八
番
地

同

同

三
枝
久
樹

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
九
十
二
番

地

同

同

鈴
木
伸
二

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
二
百
十
四

番
地

同

同

鈴
木
昭
夫

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
五
百
七
十

七
番
地

同

同

堀
内
正
義

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
百
二
十
四

番
地

同

同

三
枝
皎

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
七
十
三
番

地

同

同

堀
内
新

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
千
五
百
六

番
地

同

同

山
口
英
樹

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
九
百
六
十

二
番
地

同

同

堀
内
信
雄

笛
吹
市
一
宮
町
新
巻
五
百
十
七
番

地

同

監
事

鈴
木
俊
彦

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
二
百
十
一

番
地

同

員
外

監
事

上
村
智
恵
子
笛
吹
市
石
和
町
八
田
四
百
九
十
番

地
三
十
八

同

役
職
名
氏
名

住
所

就
任
年
月
日

理
事
長
三
枝
久
樹

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
九
十
二
番

地

令
和
五
年
四
月
一
日

理
事

望
月
宏
司

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
八
十
四
番

地
一

同

同

鈴
木
裕
明

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
五
百
六
十

一
番
地

同

同

佐
野
修

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
四
百
二
十

五
番
地

同

同

鈴
木
伸
二

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
二
百
十
四

番
地

同

同

萩
原
秀
雄

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
百
三
十
番

地

同

同

堀
内
亮

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
七
十
五
番

地

同

同

堀
内
信

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
六
十
七
番

地

同

同

古
屋
敏
紀

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
三
十
四
番

地

同

同

岩
間
宏
輝

笛
吹
市
一
宮
町
塩
田
八
百
九
十
番

地

同

監
事

鈴
木
清
孝

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
四
百
二
十

八
番
地

同

員
外

監
事

深
山
良
子

笛
吹
市
一
宮
町
国
分
九
百
七
十
六

番
地
一

同



山
梨
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百
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令
和
五
年
六
月
五
日

三
七
七

役
職
名
氏
名

住
所

就
任
年
月
日

理
事
長
三
枝
久
樹

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
九
十
二
番

地

令
和
五
年
四
月
一
日

理
事

望
月
宏
司

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
八
十
四
番

地
一

同

同

鈴
木
裕
明

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
五
百
六
十

一
番
地

同

同

佐
野
修

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
四
百
二
十

五
番
地

同

同

鈴
木
伸
二

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
二
百
十
四

番
地

同

同

萩
原
秀
雄

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
百
三
十
番

地

同

同

堀
内
亮

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
七
十
五
番

地

同

同

堀
内
信

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
六
十
七
番

地

同

同

古
屋
敏
紀

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
三
十
四
番

地

同

同

岩
間
宏
輝

笛
吹
市
一
宮
町
塩
田
八
百
九
十
番

地

同

監
事

鈴
木
清
孝

笛
吹
市
一
宮
町
市
之
蔵
四
百
二
十

八
番
地

同

員
外

監
事

深
山
良
子

笛
吹
市
一
宮
町
国
分
九
百
七
十
六

番
地
一

同



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
八
十
三
号
　
　
令
和
五
年
六
月
五
日

三
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